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⑴
森
林
吸
収
源
対
策
及
び

　
　
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
　

　
　
　
地
方
の
財
源
確
保
の
た
め
の

意
見
書

　

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
温
室

効
果
ガ
ス
の
削
減
は
、
地
球
規
模
の

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

地
球
温
暖
化
防
止
を
よ
り
確
実
な

も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
自
然
環
境

が
生
み
出
す
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
活
用
な
ど
の
取
り
組
み
を
、
山
村

地
域
の
市
町
村
が
主
体
的
、
総
合
的

に
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
自
然
災
害
な
ど
の
脅
威

か
ら
国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た

め
の
森
林
・
林
業
・
山
村
対
策
の
抜

本
的
な
強
化
を
図
る
こ
と
に
加
え
、

森
林
の
整
備
・
保
全
等
を
推
進
す
る

市
町
村
の
役
割
を
踏
ま
え
、「
石
油

石
炭
税
の
税
率
の
特
例
」
に
よ
る
税

収
の
一
定
割
合
を
、
森
林
面
積
に
応

じ
て
譲
与
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

よ
う
、
国
に
強
く
求
め
る
。

⑵
地
方
雇
用
対
策
の
さ
ら
な
る

拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

国
は
、
平
成
23
年
度
末
ま
で
都
道

府
県
に
、
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別

基
金
等
を
造
成
し
、
本
市
も
最
大
限

活
用
し
て
、
地
域
の
実
情
や
創
意
工

夫
に
基
づ
い
た
雇
用
創
出
事
業
を
行 

っ
て
き
た
。
一
定
の
成
果
は
あ
る
が
、

第
２
次
産
業
が
乏
し
い
経
済
構
造
の

本
市
に
お
け
る
雇
用
環
境
が
、
依
然

厳
し
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

⑴
、
⑵
は
全
員
賛
成
で
、
⑶
〜
⑺
は
賛
成
多
数

で
可
決
し
、国
等
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

⑻
〜
⑽
は
否
決
し
ま
し
た
。

９
月
定
例
会
に

提
出
し
た

（要旨）

意

見

書

　

よ
っ
て
、
雇
用
情
勢
に
は
地
域
間

格
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
再
認
識
し
、

雇
用
情
勢
が
厳
し
い
地
域
等
に
対
す

る
強
力
な
支
援
策
と
な
る
、
ふ
る
さ

と
雇
用
再
生
基
金
事
業
を
復
活
さ
せ

る
こ
と
な
ど
３
項
目
に
つ
い
て
、
政

府
に
強
く
要
望
す
る
。

⑶
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
を

求
め
る
意
見
書

　

地
方
財
政
は
、
財
政
需
要
の
増
加

や
地
方
税
収
の
低
迷
等
に
よ
り
、
厳

し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
、
基
礎
自

治
体
で
あ
る
市
が
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

や
ま
ち
づ
く
り
を
安
定
的
に
行
う
た

め
に
は
、
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保

が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
地
方
交
付
税
の
増
額
に

よ
る
一
般
財
源
総
額
の
確
保
と
し
て
、

財
源
不
足
額
を
地
方
交
付
税
の
法
定

率
の
引
き
上
げ
に
よ
り
対
応
す
る
こ

と
な
ど
５
項
目
と
、
地
方
税
源
の
充

実
確
保
等
と
し
て
、
個
人
住
民
税
の

充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
政
策

的
な
税
額
控
除
を
導
入
し
な
い
こ
と

な
ど
７
項
目
を
実
現
す
る
よ
う
、
政

府
に
強
く
求
め
る
。

⑷
要
支
援
者
に
対
す
る

　
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
を

　
　
　
　
　
　
　
　
求
め
る
意
見
書

　

高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
家
族
介
護

に
頼
れ
な
い
高
齢
者
が
増
え
て
い
る

中
で
、
介
護
保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

の
役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、

政
府
は
要
支
援
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
を

介
護
保
険
か
ら
市
町
村
事
業
へ
移
行

す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

　

要
支
援
者
は
、
虚
弱
な
高
齢
者
で 

あ
り
、
要
介
護
度
の
進
行
の
抑
制
、 

症
状
の
改
善
の
た
め
に
は
、
「
命
綱 

」
と
し
て
安
定
し
た
今
ま
で
ど
お
り 

の
サ
ー
ビ
ス
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
要
支
援
者
に
対
す
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
つ
い
て
、
介

護
給
付
に
お
け
る
国
の
負
担
分
を
確

保
す
る
こ
と
な
ど
３
項
目
の
実
施
を

国
に
強
く
要
望
す
る
。

⑸
国
民
健
康
保
険
の

　
財
政
安
定
化
等
を

求
め
る
意
見
書

　

将
来
に
わ
た
っ
て
国
民
皆
保
険
を

堅
持
し
、
質
の
高
い
医
療
を
安
定
的

に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
が
、
市
町
村
国
保
の
財
政
状

況
は
深
刻
化
し
て
お
り
、
地
域
の
医

療
提
供
体
制
の
維
持
が
困
難
な
状
況

に
な
っ
て
い
る
。

　

国
は
、
地
方
公
共
団
体
と
協
議
し
、

国
民
健
康
保
険
の
構
造
的
な
問
題
の

解
決
に
向
け
て
、
必
要
な
財
政
措
置
、

法
改
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
低
所
得
者
の
保
険
料
負

担
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
５
項
目
の

実
施
を
国
に
強
く
要
望
す
る
。

⑹
大
規
模
地
震
等
災
害
対
策
の

促
進
を
求
め
る
意
見
書

　

国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
、

道
路
、
橋
梁
な
ど
の
計
画
的
な
長
寿

命
化
を
早
期
に
行
う
と
と
も
に
、
総

合
的
な
防
災
・
減
災
お
よ
び
国
土
の

強
靭
化
を
定
め
る
基
本
的
理
念
が
必

要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

に
つ
い
て
、
津
波
避
難
対
策
の
強
化

地
域
を
指
定
し
、
対
策
強
化
事
業
の

加
速
化
に
要
す
る
規
制
緩
和
お
よ
び

財
政
上
・
税
制
上
の
特
例
を
定
め
る

よ
う
取
り
組
む
こ
と
な
ど
３
項
目
に

つ
い
て
、
政
府
に
強
く
要
望
す
る
。

⑺
若
い
世
代
が
安
心
し
て

　
就
労
で
き
る
環
境
等
の

整
備
を
求
め
る
意
見
書

　

非
正
規
労
働
者
や
共
働
き
世
帯
が

増
え
た
今
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
が

崩
れ
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
に

悩
む
人
が
少
な
く
な
い
。

　

今
こ
そ
国
を
挙
げ
て
、
若
い
世
代

が
安
心
し
て
就
労
で
き
る
環
境
等
の

整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
世
帯
収
入
の
増
加
に
向

け
て
、
労
使
に
よ
る
「
賃
金
の
配
分

に
関
す
る
ル
ー
ル
」
づ
く
り
を
進
め
、

子
育
て
支
援
な
ど
総
合
的
な
支
援
を

行
う
と
と
も
に
、
最
低
賃
金
引
き
上

げ
に
向
け
た
環
境
整
備
を
進
め
る
こ

と
な
ど
４
項
目
に
つ
い
て
適
切
に
対

策
を
講
じ
る
よ
う
、
政
府
に
強
く
求

め
る
。

⑻
原
爆
症
認
定
制
度
の

抜
本
的
改
善
を
求
め
る
意
見
書

⑼
特
定
秘
密
保
護
法
案
に

反
対
す
る
意
見
書

⑽
日
米
共
同
防
災
訓
練
へ
の

　
　
オ
ス
プ
レ
イ
参
加
中
止
を

求
め
る
意
見
書

　

市
民
の
皆
さ
ま
に
議
会
を
身
近
に

感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
議
会
報

の
役
割
は
大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

広
報
委
員
会
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
、

大
き
さ
、
カ
ラ
ー
の
有
無
、
臨
時
号

の
発
行
な
ど
に
つ
い
て
、
他
の
中
核

市
と
比
較
を
し
な
が
ら
、
紙
面
改
善

の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
率
直
な
ご
意
見
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
議
会
広
報
委
員
会
）

編
集
後
記

※意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめ、国等へ提出する文書のことです。

《高知市議会事務局の連絡先》

　市議会だよりに対するご意見・ご
要望をお寄せください。議会に関す
るご意見もお待ちしています。
【電　話】８２３‒９４００（直通）
【ＦＡＸ】８２３‒９３５０
【メール】kc‒260100@city.kochi.lg.jp

◎
本
会
議
、
委
員
会
の
日
程
を

　
　
　
　
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

　

市
役
所
本
庁
舎
の
掲
示
板
、
高
知
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
本
会
議
、
委
員
会
の 

開
催
日
程
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

◎
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

高
知
市
議
会
の
本
会
議
、
委
員
会
は
、

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。


